
《 

保

存

版 

》 
                    

府 

中 

第 

一 

小 

学 

校 

Ｐ 

Ｔ 

Ａ 
 

会 
員 

の 

し 

お 

り 
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会
員
の
信
条  

私
は
子
ど
も
達
が
か
わ
い
い 

そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
子
ど
も
達
の 

学
ぶ
学
校
の
教
育
に
協
力
し 

そ
の
子
ど
も
た
ち
達
が
生
活
す
る 

地
域
を
美
し
く
し
て 

子
ど
も
が
す
く
す
く
と 

正
し
く
明
る
い
よ
い
子
ど
も
に 

な
る
よ
う
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
一
員
と
し
て 

活
動
を
す
る 

↑ 

Ｐａｒｅｎｔ 

   ↑ 

Ｔｅａｃｈｅｒ 

↑ 

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

 

 本校ＰＴＡは、 

 府中町教育会、府中国民学校教育後援会、

府中小学校教育後援会を経て、昭和２４年に

５月に府中町立小学校父母の会 

（ＰＴＡ）として誕生しました。 

 ＰＴＡとは、 

 保護者と教師の会。教育効果の向上。 

子どもの幸福実現を目的とする。 

１８９７年アメリカで成立。 

日本では第２次世界大戦後設立。 

とは… 
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ＰＴＡ組織図 

鼓
笛
委
員
会 

卒
業
対
策
委
員
会 

総 会 

運営委員会 

役 員 会 

会 計 監 査 

広
報
委
員
会 

文
化
委
員
会 

校
外
委
員
会 

校
外
委
員
会 

 
学
年
委
員
会 

学級 PTA 地区 PTA 

青
少
年
対
策
委
員 

選
考
委
員
会 
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府 

中 

市 

立 

府 

中 

第 

一 

小 

学 

校 

Ｐ 

Ｔ 

Ａ 

規 

約 

 

第
一
章 

 

名
称
と
事
務
所 

 

第 

一 

条 

こ
の
会
は
、
府
中
市
立
府
中
第
一
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
（ 

略
称 

府
中
一
小
Ｐ
Ｔ
Ａ 

）
と
い
い
、
事
務
所
を
同
校
内
に
お
く
。
府
中
市
立
第
一
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
（ 

略
称

府
中
一
小
Ｐ
Ｔ
Ａ 

）
は
、
府
中
市
寿
町
二
丁
目
六
番
地
に
住
所
を
定
め
る
。 

 

第
二
章 

 

目
的
と
方
針 

 

第 

二 

条 

こ
の
会
は
、
父
母
と
教
師
が
力
を
合
わ
せ
て
、
学
校
と
家
庭
と
社
会
に
お
け
る
、
児
童
の
幸
福
な
成
長
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第 

三 

条 

こ
の
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
活
動
を
す
る
。 

 
 

一
、
学
校
と
家
庭
の
緊
密
な
連
携
に
よ
っ
て
、
児
童
の
生
活
環
境
を
よ
り
良
く
す
る
。 

 
 

二
、
会
員
の
親
睦
に
よ
り
、
お
互
い
の
理
解
を
深
め
教
養
を
高
め
る
。 

 
 

三
、
児
童
・
青
少
年
の
教
育
な
ら
び
に
福
祉
の
た
め
に
活
動
す
る
。 

 
 

四
、
そ
の
他
、
こ
の
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
活
動
を
す
る
。 

た
だ
し
、（
一
）
特
定
の
政
党
や
宗
教
に
か
た
よ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
営
利
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
行
為
は
行
わ
な
い
。 

 
 
 

 
 
 

（
二
）
こ
の
会
ま
た
は
こ
の
会
の
役
員
の
名
で
、
公
私
の
選
挙
の
候
補
者
を
推
薦
し
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
三
）
学
校
の
人
事
そ
の
他
管
理
に
は
干
渉
し
な
い
。 

 

第
三
章 

 

会 
 
 

員 

 

第 

四 

条 

こ
の
会
の
会
員
は
、
本
校
に
在
籍
す
る
児
童
の
父
母
、
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
人
、
な
ら
び
に
本
校
の
教
職
員
と
す
る
。 

第 

五 

条 

こ
の
会
の
会
員
は
、
総
会
で
定
め
ら
れ
た
会
費
を
納
め
る
。 

第 

六 

条 

こ
の
会
の
会
員
は
、
す
べ
て
平
等
の
義
務
と
権
利
が
あ
る
。 

第 

七 

条 

こ
の
会
の
会
員
は
、
府
中
市
公
立
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
の
会
員
と
な
る
。 
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第
四
章 

 

会 
 
 

議 

 

第 

八 
条 

こ
の
会
に
次
の
よ
う
な
会
議
を
お
く
。 

一
、
総 

会 
 
 
 

二
、
運
営
委
員
会 

 
 

三
、
常
置
委
員
会 

第 

九 

条 

総
会
は
、
こ
の
会
の
最
高
決
議
機
関
で
、
毎
年
五
月
に
開
催
す
る
。 

一
、
総
会
で
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。 

・
前
年
度
の
活
動
報
告
お
よ
び
決
算
の
承
認 

・
本
年
度
活
動
計
画
案
お
よ
び
予
算
案
の
承
認 

・
役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
の
選
出 

・
規
約
の
変
更 

・
そ
の
他
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
決
定 

 
 
 
 
 
 

二
、
総
会
は
、
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
出
席
を
も
っ
て
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
で
会
員
が
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
限
を
会
長
ま
た

は
出
席
会
員
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

三
、
採
決
は
、
出
席
者
の
過
半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。 

第 

十 

条 

会
長
も
し
く
は
、
運
営
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
場
合
、
ま
た
は
、
会
員
の
十
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
臨
時
総
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。（
総
会
に

準
じ
て
行
う
） 

第 

十
一 

条 

運
営
委
員
会
は
、
役
員
・
各
常
置
委
員
会
・
臨
時
委
員
会
・
卒
業
対
策
委
員
会
の
正
副
委
員
長
な
ら
び
に
校
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。 

第 

十
二 

条 

運
営
委
員
会
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
規
約
と
総
会
で
議
決
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
責
任
を
も
っ
て
活
動
す
る
。 

第 

十
三 

条 

運
営
委
員
会
は
、
会
長
が
そ
の
必
要
を
認
め
た
と
き
、
ま
た
は
構
成
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
に
開
か
れ
る
。 

第 

十
四 

条 

運
営
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
。 

一
、 

総
会
の
議
事
・
日
程
の
立
案
や
報
告
書
作
成 

二
、 

常
置
委
員
会
で
の
活
動
計
画
の
調
整 

三
、 

緊
急
な
必
要
事
項
の
審
議
お
よ
び
処
理 

四
、 

そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項 
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第 
十
五 

条 

運
営
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 
十
六 

条 

各
委
員
会
は
、
運
営
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
行
う
。 

第 

十
七 
条 

常
置
委
員
会
に
は
、
次
の
委
員
会
を
お
く
。 

・
学
年
委
員
会 

 
 

・
文
化
委
員
会 

 

 
 
 
 
 
 

・
広
報
委
員
会 

・
鼓
笛
委
員
会 

 
 
 
 
 
 

・
校
外
委
員
会 

第 

十
八 

条 

各
常
置
委
員
会
に
は
、
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
若
干
名
を
お
く
。 

第 

十
九 

条 

委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
（
教
師
・
父
母
よ
り
若
干
名
）
は
、
各
委
員
会
の
互
選
に
よ
る
。（
た
だ
し
学
校
側
は
除
く
） 

第 

二
十 

条 

会
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
運
営
委
員
会
の
同
意
を
得
て
、
合
同
委
員
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
一
条 

 

卒
業
対
策
委
員
会
は
、
卒
業
行
事
の
推
進
に
協
力
す
る
。 

  

第
五
章 

 

役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査 

 

第
二
十
二
条 

こ
の
会
に
、
役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
を
お
く
。 

 
 
 
 
 
 

任
期
は
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。（
学
校
側
は
除
く
） 

 
 
 
 
 
 

・
会 

 
 

 

長 
 
 

一
名 

 
 
 
 
 
 

・
会 

長 

補 

佐 
 
 

一
名
（
会
長
の
交
代
予
定
が
あ
る
時
の
み
設
置
す
る
） 

 
 
 
 
 
 

・
副 

会 
 

長 
 
 

三
名
（
内
学
校
側
一
名
） 

 
 
 
 
 
 

・
書 
 

  

記 
 
 

三
名
（
内
学
校
側
一
名
） 

 
 
 
 
 
 

・
会 

 
  

計 
 
 

三
名
以
内
（
内
学
校
側
一
名
） 

 
 
 
 
 
 

・
会 

計 

監 

査 
 
 
 
 
 

三
名
（
内
学
校
側
一
名
） 

 
 
 
 
 
 

・
庶 

 
 

 

務 
 
 

二
名 
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第
二
十
三
条 

役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
は
、
総
会
で
決
定
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

た
だ
し
、
事
情
に
よ
り
役
員
の
補
充
を
必
要
と
し
た
と
き
は
、
運
営
委
員
会
で
候
補
者
を
選
出
し
、
合
同
委
員
会
で
承
認
を
得
る
。
任 

期
は
残
任
期
間
と
す
る
。 

 

第
二
十
四
条 

役
員
は
次
の
仕
事
を
行
う
。 

一
、 
会
長
は
、
こ
の
会
を
代
表
し
て
会
務
を
統
括
す
る
。
総
会
お
よ
び
運
営
委
員
会
を
召
集
し
、
ま
た
運
営
委
員
会
の
承
認
を
経
て
、
臨
時
委
員
会
の
委
員
長
を
委

嘱
す
る
。 

二
、 

会
長
補
佐
は
、
会
長
の
職
務
を
補
佐
す
る
。 

三
、 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
っ
た
と
き
そ
の
代
理
を
つ
と
め
る
。 

四
、 

書
記
は
、
総
会
お
よ
び
運
営
委
員
会
の
議
事
な
ら
び
に
、
こ
の
会
の
活
動
に
関
す
る
こ
と
を
記
録
し
保
管
す
る
。
ま
た
会
長
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
事
務
を
処

理
す
る
。 

五
、 

会
計
は
、
こ
の
会
の
財
産
を
管
理
し
、
総
会
で
決
定
し
た
予
算
に
も
と
づ
い
て
、
一
切
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

六
、
庶
務
は
、
会
の
環
境
を
整
え
、
役
員
が
専
門
業
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
、
事
務
面
で
の
支
援
業
務
に
従
事
す
る
。 

 

第
二
十
五
条 

会
計
監
査
は
、
そ
の
年
度
の
会
計
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を
次
の
年
度
は
じ
め
の
総
会
に
報
告
す
る
。 

 

第
六
章 

 

役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
の
選
出 

 

第
二
十
六
条 

役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
の
選
出
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
選
考
委
員
会
が
行
う
。
た
だ
し
、
書
記
・
会
計
・
会
長
補
佐
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
会
長
が
こ
れ
を
委

嘱
す
る
。 

第
二
十
七
条 

役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
は
、
選
考
こ
の
会
の
活
動
に
必
要
な
経
費
は
、
会
費
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入
で
ま
か
な
う
。
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
七
章 

 

経 
 
 

理 

 

第
二
十
八
条 

こ
の
会
の
会
員
は
、
年
額
一
九
〇
〇
円
の
会
費
を
納
入
す
る
こ
と
と
す
る
。 

第
二
十
九
条 

こ
の
会
の
活
動
に
必
要
な
経
費
は
、
会
費
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入
で
ま
か
な
う
。 
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第 
三
十 

条 

こ
の
会
の
経
理
は
、
総
会
で
決
定
し
た
予
算
に
も
と
づ
い
て
行
う
。 

第
三
十
一
条 

こ
の
会
の
決
算
は
、
会
計
監
査
を
経
て
総
会
に
報
告
さ
れ
、
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
二
条 

こ
の
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。 

 
第
八
章 

改
正
お
よ
び
付
則 

 

第
三
十
三
条 

こ
の
規
約
は
、
総
会
に
お
い
て
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
得
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

ま
た
改
正
案
は
、
総
会
の
開
催
七
日
前
ま
で
に
、
全
会
員
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
四
条 

以
上
の
規
約
の
も
と
に
円
滑
な
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
を
行
う
規
則
を
設
け
る
。 

第
三
十
五
条 

必
要
な
規
則
、
ま
た
は
規
則
の
変
更
は
合
同
委
員
会
で
決
定
す
る
。 

 

総 

会 

議 

事 

規 
則 

 

第 

一 

条 

総
会
を
召
集
す
る
場
合
、
会
長
は
七
日
前
ま
で
に
全
会
員
に
開
催
の
日
時
・
場
所
お
よ
び
議
題
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
臨
時
総
会
の
場
合
は
こ
の

限
り
で
な
い
。 

第 

二 

条 

司
会
者
は
、
運
営
委
員
会
の
推
薦
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。 

第 

三 

条 

司
会
者
は
、
総
会
が
終
了
す
る
ま
で
の
進
行
を
努
め
る
。 

第 

四 

条 

議
長
は
、
会
員
の
中
か
ら
総
会
で
選
出
さ
れ
る
。 

第 

五 

条 

議
長
は
、
次
の
職
務
と
権
限
を
持
つ
。 

一
、 

出
席
者
全
員
に
公
正
な
発
言
の
機
会
を
与
え
る
。 

二
、 

発
言
者
以
外
の
発
言
を
止
め
さ
せ
る
。 

三
、 

可
否
同
数
の
と
き
は
、
い
ず
れ
か
に
決
め
る
。 

四
、 

議
事
進
行
を
妨
害
す
る
者
に
注
意
を
う
な
が
し
、
な
お
退
場
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

五
、 

そ
の
他
、
議
事
進
行
上
必
要
な
事
項
を
処
理
す
る
。 

第 

六 

条 

議
長
が
、
個
人
と
し
て
意
見
を
述
べ
た
い
と
き
は
議
席
を
離
れ
て
発
言
す
る
。 



8 

 

第 
七 

条 

総
会
に
書
記
若
干
名
を
お
く
。 

第 
八 

条 

総
会
書
記
は
、
議
長
の
指
示
を
う
け
、
総
会
事
務
お
よ
び
記
録
に
従
事
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

ま
た
、
職
務
に
支
障
の
な
い
限
り
席
を
離
れ
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

九 

条 
総
会
出
席
者
は
、
全
員
総
会
に
お
い
て
自
由
に
発
言
し
、
議
決
す
る
権
利
が
あ
る
。 

第 

十 

条 

採
決
は
、
規
約
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
出
席
全
員
の
過
半
数
で
決
め
る
。 

第 

十
一 

条 

重
要
議
案
の
採
決
は
、
原
則
と
し
て
無
記
名
投
票
と
す
る
。 

 

 

常 

置 
委 
員 

会 

規 

則 

 

第 

一 

条 

学
年
委
員
会
・
文
化
委
員
会
・
広
報
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
学
級
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
選
出
さ
れ
た
委
員
二
名
以
内
と
教
師
若
干
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。 

第 

二 

条 

学
年
委
員
会
は
、
各
学
級
お
よ
び
学
年
の
諸
活
動
の
連
絡
調
整
に
あ
た
る
。
ま
た
学
校
内
の
教
育
環
境
の
整
備
に
協
力
す
る
。 

第 

三 

条 

文
化
委
員
会
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
と
研
修
に
努
め
る
。 

第 

四 

条 

広
報
委
員
会
は
、
広
報
「
あ
お
ぎ
り
」
を
発
行
し
て
情
報
の
伝
達
、
意
見
の
交
換
に
努
め
る
。 

第 

五 

条 

鼓
笛
委
員
会
は
、
わ
か
ば
鼓
笛
隊
の
支
援
に
努
め
る
。 

第 

六 

条 

校
外
委
員
会
は
、
各
地
区
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
選
出
さ
れ
た
委
員
若
干
名
（
内
代
表
者
一
名
）
お
よ
び
教
師
若
干
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。 

第 

七 

条 

校
外
委
員
会
は
、
各
地
区
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
密
接
な
連
絡
調
整
に
よ
っ
て
、
児
童
の
校
外
生
活
が
よ
り
よ
く
行
わ
れ
る
よ
う
協
力
す
る
。
ま
た
地
域
の
教
育
環
境
の
改
善
に

努
め
る
。 

第 

八 

条 

各
委
員
会
は
、
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
充
分
検
討
し
、
実
行
す
る
。
ま
た
学
校
の
各
種
行
事
に
も
す
す
ん
で
協
力
す
る
。 

 

 

卒 

業 

対 

策 

委 

員 

会 

規 

則 

 

第 

一 

条 

委
員
会
は
、
六
年
の
各
学
級
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
選
出
さ
れ
た
二
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
教
職
員
と
連
携
を
保
ち
な
が
ら
活
動
す
る
。 

第 

二 

条 

卒
業
対
策
費
は
、
卒
業
対
策
委
員
会
が
こ
れ
を
集
金
お
よ
び
管
理
し
、
本
会
会
計
監
査
が
監
査
す
る
。
残
金
は
府
中
第
一
小
学
校
わ
か
ば
鼓
笛
隊
へ
の
募
金
と
す
る
。 

第 

三 

条 

卒
業
対
策
委
員
会
は
、
経
過
に
つ
い
て
運
営
委
員
会
で
報
告
し
、
次
の
年
度
は
じ
め
の
総
会
で
決
算
報
告
す
る
。 
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役 

員 

な 

ら 

び 

に 

会 

計 

監 

査 

選 

考 

規 

則 

 

第 

一 

条 

役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
の
選
出
は
、
毎
年
五
月
の
総
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。 

第 

二 

条 

選
考
委
員
会
は
、
学
年
委
員
よ
り
六
名
以
上
総
員
の
半
分
以
下
お
よ
び
、
教
員
よ
り
選
出
さ
れ
た
二
名
、
運
営
委
員
会
よ
り
選
出
さ
れ
た
一
名
の
委
員
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
。 

第 

三 

条 

選
考
委
員
会
は
、
総
会
の
十
五
日
前
ま
で
に
定
員
ま
た
は
定
員
以
上
の
候
補
者
を
審
議
選
考
し
、
本
人
の
承
諾
書
を
受
け
取
り
保
管
す
る
。
ま
た
、
そ
の
結
果
を
総

会
に
提
出
す
る
。（
学
校
側
は
除
く
） 

第 

四 

条 

選
考
委
員
会
に
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
二
名
を
お
く
。
正
副
委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
す
る
。 

第 

五 

条 

も
し
、
定
員
以
上
の
候
補
者
に
よ
り
選
挙
を
必
要
と
し
た
と
き
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
を
設
け
る
。 

第 

六 

条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
各
委
員
会
よ
り
互
選
さ
れ
た
若
干
名
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
候
補
者
は
選
挙
管
理
委
員
に
な
れ
な
い
。 

第 

七 

条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。 

一
、 

候
補
者
の
届
出
を
受
理 

二
、 

選
挙
の
十
日
前
ま
で
に
候
補
者
の
氏
名
・
住
所
・
性
別
・
所
属
地
区
お
よ
び
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
お
け
る
経
歴
の
発
表 

三
、 

候
補
者
の
資
格
審
査 

四
、 

投
票
お
よ
び
開
票
の
管
理 

五
、 

当
選
の
確
認
と
発
表 

六
、 

そ
の
他
選
挙
に
必
要
な
事
項 

第 

八 

条 

選
挙
は
無
記
名
と
し
、
得
票
の
多
い
順
に
決
定
す
る
。
得
票
が
同
数
の
と
き
は
生
年
月
日
順
と
す
る
。 

第 

九 

条 

投
票
方
法
に
つ
い
て
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
で
検
討
決
定
す
る
。 

第 

十 

条 

投
票
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
よ
り
渡
さ
れ
た
用
紙
に
よ
り
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
行
う
。 

第 

十
一 

条 

任
期
中
役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
規
約
二
十
二
条
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 
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経 

理 

な 

ら 

び 

に 

監 

査 

規 

則 

 

第 

一 

条 
本
会
の
経
理
に
関
し
て
こ
の
規
則
外
の
場
合
は
、
運
営
委
員
会
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

二 

条 

本
会
の
契
約
お
よ
び
出
納
は
、
原
則
と
し
て
運
営
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
も
の
、
恒
例
的
処
理
事
項
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
会

計
の
責
任
に
お
い
て
処
理
し
、
後
に
運
営
委
員
会
の
承
認
を
う
け
る
。 

第 

三 

条 

本
会
の
出
納
は
、
す
べ
て
関
係
責
任
者
の
認
印
あ
る
証
書
を
そ
え
て
会
計
を
通
じ
て
行
う
。 

第 

四 

条 

長
時
間
に
わ
た
る
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
（
単
Ｐ
お
よ
び
Ｐ
連
）
に
必
要
と
す
る
経
費
は
、
会
計
へ
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
会
長
の
承
認
を
必
要

と
す
る
。 

第 

五 

条 

会
長
は
、
会
計
経
理
の
事
務
を
他
の
者
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

六 

条 

会
計
は
、
次
の
帳
簿
お
よ
び
書
類
を
備
え
る
。
そ
の
ほ
か
必
要
に
応
じ
て
他
の
書
類
・
帳
簿
等
も
備
え
る
。
帳
簿
は
会
員
の
求
め
に
応
じ
て
公
開
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

一
、
金
銭
出
納
帳 

 
 
 
 

二
、
元

帳 

 
 
 
 
 
 

三
、
領

収

簿 
 
 
 
 

四
、
出

金

伝

票 

五
、
入

金

伝

票 
 
 
 
 

六
、
預

金

通

帳 

第 

七 

条 

帳
簿
お
よ
び
書
類
は
毎
月
末
締
切
り
、
毎
学
期
、
会
長
・
副
会
長
の
認
印
を
う
け
た
後
、
会
計
監
査
を
う
け
る
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
随
時
監
査
を
う
け
る
。 

第 

八 

条 

帳
簿
お
よ
び
証
書
類
の
保
存
期
間
は
、
使
用
後
満
三
年
と
す
る
。 

第 

九 

条 

会
計
監
査
は
、
監
査
の
つ
ど
こ
れ
を
報
告
し
、
年
次
監
査
の
場
合
は
総
会
に
報
告
す
る
。 

 

慶 

弔 

・ 

表 

彰 

規 

則 

 

第 

一 

条 

こ
の
規
則
は
、
会
員
お
よ
び
児
童
の
慶
弔
・
表
彰
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
。 

第 

二 

条 

こ
の
規
則
に
よ
る
支
出
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
営
委
員
会
で
必
要
と
認
め
た
と
き
は
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

一
、
会
員
ま
た
は
児
童
の
死
亡 

 
 
 
 

五
〇
〇
〇
円 

第 

三 

条 

前
条
の
規
則
に
よ
る
支
出
金
は
、
物
品
を
持
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

四 

条 

本
会
の
会
員
で
本
会
に
功
労
の
あ
っ
た
と
き
運
営
委
員
会
で
協
議
の
上
、
感
謝
状
を
お
く
り
謝
意
を
表
す
。 
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第 
五 

条 

こ
の
規
則
の
ほ
か
に
運
営
委
員
会
が
そ
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

個 

人 

情 

報 

取 

扱 

に 

関 

す 

る 

規 

則 

 

第 

一 

条 

こ
の
会
が
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
を
運
営
す
る
に
あ
た
り
必
要
と
す
る
個
人
情
報
の
取
得
、
利
用
・
提
供
及
び
管
理
に
つ
い
て
、 

 
 
 
 
 
 

別
途
定
め
る
「
個
人
情
報
取
扱
規
則
」
に
基
づ
き
、
適
正
に
運
用
す
る
も
の
と
す
る
。 
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平
成
二
十
四
年 

五
月 

十
八 

 

日 

平
成 

九 

年 

四
月 

二
十
四
日 

昭
和
五
十
九
年 

四
月 

二
十
五
日 

昭
和
五
十
三
年 

二
月 

 

九 

日 

昭
和
五
十
一
年 

四
月 

 

一 

日 

昭
和
四
十
七
年 

四
月 

二
十
二
日 

昭
和
四
十
六
年 

四
月 

二
十
一
日 

昭
和
四
十
五
年 

四
月 

十
七 

日 

昭
和
四
十
四
年 

四
月 

 

一 
日 

昭
和
四
十
一
年 

二
月 
十
七 

日 

昭
和
四
十
一
年 
二
月 

 

八 

日 

昭
和
三
十
七
年 

六
月 

二
十
八
日 

昭
和
三
十
六
年 

二
月 

 

十 

日 

昭
和
三
十
五
年 

六
月 

三
十 

日 

付 
 
 
 
 
 

記 

規
約
変
更 

規
約
お
よ
び
規
則
変
更
（
慶
弔
） 

規
約
一
部
変
更
（
役
員
任
期
に
関
す
る
） 

規
約
お
よ
び
規
則
変
更 

規
則
変
更
（
慶
弔
） 

 

規
約
変
更 

規
約
お
よ
び
規
則
変
更
（
常
置
） 

 

規
約
変
更 

規
則
変
更
（
事
務
員
に
関
す
る
） 

規
則
変
更
（
常
置
・
選
挙
・
経
理
な
ら
び
に
監
査
） 

 

規
約
変
更 

 

規
約
変
更 

 

規
約
変
更
（
総
会
議
事
・
慶
弔
・
旅
費
） 

規
約
変
更 
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令
和
三
年
十
月 

Ｐ
Ｔ
Ａ
本
部 

発
行 

令
和 

三 

年 

十
月 

十
二 

日 

令
和 

二 

年 

二
月 

二
十
九
日 

平
成
三
十 

年 

六
月 
三
十 

日 

平
成
二
十
七
年 
五
月 

十
二 

日 

平
成
二
十
五
年 

五
月 

 

十 

日 

付 
 
 
 
 
 

記 
 
 
 
 

（ 

続 
 
 

き 

） 

規
則
変
更 

規
則
変
更 

 

規
約
お
よ
び
規
則
変
更
（
組
織
図
・
経
費
・
卒
業
対
策
委
員
会
規
則
） 

 

規
則
変
更 

規
則
変
更 


